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「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」の改定を受けた 
在宅勤務（テレワーク）等の推進について 

 

 

 平素は本会の業務運営に当たり、ご協力を賜りまして厚く御礼申し上げます。 

 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」につきましては、貴会会員企

業の皆様に周知をお願いしたところですが、在宅勤務（テレワーク）や時差通勤等、

人との交わりを低減する取組については、「強力に推進する」とされております。 

貴会におかれましても、既に在宅勤務や時差通勤等に積極的に取り組んでいただい

ていることと存じますが、本方針を踏まえ、今まで以上に強力な推進が図られるよう、

国土交通省から要請がありました。 

つきましては、貴会会員企業の皆様に改めて周知の上、適切に対応いただきますよ

うお願いいたします。 

 

以 上 
















